
明
和
町
人
権
擁
護
委
員
の
石
川
實
さ

ん
（
66
歳
・
矢
島
）
が
５
月
31
日
を
も

っ
て
任
期
満
了
と
な
り
ま
す
の
で
、
再

度
同
委
員
に
推
せ
ん
す
る
こ
と
が
同
意

さ
れ
ま
し
た
。

明
和
町
公
平
委
員
の
原
口
忠
男
さ
ん

が
４
月
30
日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な

り
ま
す
の
で
、
後
任
に
荒
川
篤
範
さ
ん

（
68
歳
・
須
賀
）
を
同
委
員
に
選
任
す

る
こ
と
が
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

４
月
１
日
か
ら
万
場
町
お
よ
び
中
里

村
が
廃
さ
れ
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
神

流
町
が
設
置
さ
れ
、
万
場
町
お
よ
び
中

里
村
が
総
合
事
務
組
合
に
お
い
て
共
同

処
理
し
て
い
た
事
務
を
神
流
町
に
お
い

て
も
引
き
続
き
共
同
処
理
す
る
こ
と
な

ど
に
よ
り
規
約
の
一
部
を
変
更
し
ま
し

た
。４

月
１
日
か
ら
万
場
町
お
よ
び
中
里

村
が
廃
さ
れ
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
神

流
町
が
設
置
さ
れ
、
万
場
町
お
よ
び
中

里
村
が
市
町
村
会
館
管
理
組
合
に
お
い

て
共
同
処
理
し
て
い
た
事
務
を
神
流
町

に
お
い
て
も
引
き
続
き
共
同
処
理
す
る

こ
と
な
ど
に
よ
り
規
約
の
一
部
を
変
更

し
ま
し
た
。

本
年
４
月
か
ら
新
た
な
介
護
保
険
事

業
・
運
営
期
間
に
入
る
こ
と
に
伴
い
、

保
険
料
率
の
規
定
中
、
平
成
12
年
度
か

ら
14
年
度
ま
で
を
15
年
度
か
ら
17
年
度

ま
で
に
改
め
ま
し
た
。

県
の
小
口
資
金
融
資
促
進
制
度
要
綱

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
中
小
企
業
者
を

支
援
す
る
た
め
既
往
債
務
に
つ
い
て
の

借
り
換
え
制
度
を
導
入
し
、
返
済
期
間

の
延
長
を
図
り
ま
し
た
。
な
お
、
施
行

は
４
月
１
日
か
ら
で
す
。

平
成
16
年
４
月
以
降
に
予
定
し
て
い

る
公
共
下
水
道
の
一
部
供
用
開
始
に
向

け
、
公
共
下
水
道
の
設
置
そ
の
他
の
管

理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め

制
定
し
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
、
排
水
設
備
の
設
置
、

接
続
方
法
、
下
水
道
排
水
設
備
指
定
工

事
店
の
指
定
、
使
用
料
の
徴
収
、
使
用

料
算
定
方
法
な
ど
で
す
。
な
お
、
施
行

は
４
月
１
日
か
ら
で
す
。

公
共
下
水
道
の
一
部
供
用
開
始
に
向

け
、
受
益
者
負
担
金
の
賦
課
徴
収
等
に

関
す
る
事
項
を
定
め
る
た
め
制
定
し
ま

し
た
。

主
な
内
容
は
、受
益
者
負
担
金
の
額
、

対
象
区
域
、
徴
収
方
法
、
納
付
方
法
な

ど
で
す
。
な
お
、
施
行
は
４
月
１
日
か

ら
で
す
。

母
子
お
よ
び
寡
婦
福
祉
法
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
配
偶
者
の
な
い
女
子
を
規

定
す
る
条
文
が
第
５
条
か
ら
６
条
に
変

わ
っ
た
こ
と
と
、
第
４
号
に
新
た
に
父

子
家
庭
に
関
す
る
規
定
が
加
え
ら
れ
ま

し
た
の
で
、
条
例
第
３
条
の
支
給
対
象

者
も
こ
れ
に
準
じ
て
改
正
し
ま
し
た
。

な
お
、
施
行
は
４
月
１
日
か
ら
で
す
。

鳥
獣
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
の
全
面
改
正
に
伴
い
、
条
例

第
２
条
別
表
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
事

項
の
中
で
鳥
獣
飼
養
許
可
証
を
登
録
票

（
飼
養
登
録
）
に
改
め
ま
し
た
。
な
お
、

施
行
は
４
月
16
日
か
ら
で
す
。
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第
1
回
町
議
会
定
例
会
は
、
3
月
6
日
か
ら
20
日
ま
で
の
会
期
15

日
間
で
開
か
れ
、
公
共
下
水
道
条
例
の
制
定
を
は
じ
め
、
平
成
15
年

度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
予
算
な
ど
23
案
件
（
町
長
提
出
21
件
・
議

員
提
出
2
件
）
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お

り
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
に

石
川
實
さ
ん
推
せ
ん

公
平
委
員
に

荒
川
篤
範
さ
ん
選
任

群
馬
県
市
町
村
総
合
事
務

組
合
規
約
の
変
更

群
馬
県
市
町
村
会
館
管
理

組
合
規
約
の
変
更

明
和
町
介
護
保
険
条
例
の

一
部
改
正

明
和
町
小
口
資
金
融
資
促
進

条
例
の
一
部
改
正

明
和
町
公
共
下
水
道
条
例

の
制
定

明
和
町
福
祉
医
療
費
の
支
給

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

明
和
町
公
共
下
水
道
事
業

受
益
者
負
担
に
関
す
る

条
例
の
制
定

明
和
町
手
数
料
条
例
の

一
部
改
正

諮
　
問

町
長
提
出
議
案

第1回　町議会定例会
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